
有田川町パブリックコメント手続の流れ 

政策等の案の作成 

パブリックコメント実施予告 

政策等の案の公表 

■案の内容 

○趣旨、目的、背景 

○重要な論点、考え方 

○その他必要な資料 

■公表方法 

○町ホームページ 

○担当課、公共施設等での閲覧、

配布 

意見の募集 

■募集期間 

○原則として30日以上 

■提出方法 

○書面、郵便、ＦＡＸ、電子メ

ール 

○住所、氏名、連絡先を明記 

意見の考慮・反映 

■反映できる意見・情報 

→ 政策等の案の修正 

■反映できない意見・情報 

→ 理由のとりまとめ 

最終案・検討結果の公表 

■公表内容 

○最終案 

○提出された意見やそれに対する町の考え方、修正内容・理由 


